
第7次広島県保健医療計画の 
一部改定について 

資料４ 
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令和元年９月９日 

第１回 

広島県医療審議会保健医療計画部会 

県単位の地域医療構想調整会議 
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１ 計画の一部改定の趣旨 
○ 都道府県は，国の定める基本方針に即して，かつ，地域の実情に応じて，医療提供   
 体制の確保を図るための計画を定めることとされており，本県においては，平成30年３月    

 に第７次広島県保健医療計画（６年間）を策定し，施策を推進している。 

○ 平成30年７月の医療法等の改正に伴い，計画に定める事項の見直しが行われた。 

○ このため，今年度中に当該事項について検討を行い，計画の一部改定を行うこととし，  
 本年３月，医療法に基づき，医療審議会に対して意見を求める旨の「諮問」を行った。 

平成30年度 
（2018） 

令和元年度 
（2019） 

令和２度 
（2020） 

令和３年度 
（2021） 

令和４年度 
（2022） 

令和５年度 
（2023） 

令和６年度 
（2024） 

令和７年度 
（2025） 

地域医療構想（目標年次：平成37（2025）年） 

第７次保健医療計画（計画期間：６年間） 

３年間 

第７期高齢者プラン 第８期高齢者プラン） 

※３年目に中間評価 

３年間 

～ 保健医療計画と高齢者プランの一体的な推進 ～ 

一部改定 

※ 計画３年目（中間年）に，在宅医療等について，調査，分析及び評価を 
 行い，必要に応じて計画を変更することとしている。（高齢者プランとの整合性） 
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① ５疾病・５事業及び在宅医療についての目標・医療連携体制 
   ５疾病：がん，脳卒中，急性心筋梗塞，糖尿病，精神疾患 

   ５事業：救急医療，災害医療，へき地医療，周産期医療，小児医療（救急含む） 

② その他，疾病の発生の状況等に照らし，都道府県知事が特に必要と認める医療 

③ 地域医療構想区域における病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量 

④ 地域医療構想達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進 

⑤ 医療提供施設の機能，病床の機能に関する情報提供の推進 

⑥ 外来医療に係る提供体制の確保 

⑦ 医師の確保 （全県，二次保健医療圏ごとの方針，目標医師数及び目標達成に向けた施策） 

⑧ 医療従事者（医師を除く。）の確保 

⑨ 医療の安全の確保 

⑩ 二次及び三次保健医療圏の設定 

⑪ 医師が少ない／多いと認められる区域の設定 （設定した場合のみ） 

⑫ 病床種別ごとの基準病床数  等 

計画に定める主な事項（ 医療法第30条の4第2項）  ※ 下線部分が一部改定に係る事項 



区分 
令和元（2019）年度 令和2（2020） 

年度 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

医療審議会 
・検討内容確認 
・部会へ検討指示 

・まとめ 
・答申 

 保健医療 
 計画部会 

・骨子の 
検討 

・素案の 
検討 

          ・最終案検討 
          ・審議会報告 

  第7次中間評価 

 （必要な見直し） 

各事項の検討 
 ・医師の確保 

 
 
 

  

  （産科・ 
    小児科） 

 
 

 ・外来医療の 
  確保 

各圏域検討 
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○ 計画の策定や改定に際しては，医療法に基づき，医療審議会（保健医療計画部会）の  
 意見を求めるほか，「広島県地域保健対策協議会」や「県設置の会議」等で意見を求めて 
 いる。また，地域計画については，各圏域の地域保健対策協議会の意見を求めている。 

○ 今回の改定も同様の手順によるものとするが，医師の確保に関する事項については， 
  法定の「医療対策協議会」の協議を踏まえたものを「保健医療計画部会」で検討する。 

○ その他，必要に応じて，関係する会議及び各圏域からの意見を求める。 

２ 計画の改定手順 

 県設置 ： 医療対策協議会【法定会議：施策を実行していく役割を持つ】 

        へき地医療支援機構運営委員会 

 県地対協 ： 医師確保対策専門委員会             など 

 県設置 ： 周産期医療協議会 

 県地対協 ： 医師確保対策専門委員会WG           など  

 必要に応じて，意見を求める 

 「保健医療計画部会」で協議 

※ 医療提供体制に係る検討が必要 

 な場合は，当該分野の会議で協議  

（案） 



圏域検討 

長期計画 

広島県医療審議会 

（保健医療計画部会） 

医 

療 

連 

携 

体 

制 

の 

構 

築 

５ 

疾 

病 

５ 

事 

業 

救急医療 

 在宅医療 

 医療従事者の確保対策 

 上記以外に特に必要な 

 疾病対策・事業の取組 等 

災害時の医療 

へき地の医療 

周産期医療 

小児（救急）医療 

がん 

脳卒中 

急性心筋梗塞を 

含む心血管疾患 

糖尿病 

精神疾患 

広島県地域保健対策協議会 

03 救急医療体制検討特別委員会 

11 がん対策専門委員会 

  11-01 放射線治療連携推進WG 
  11-02 胃がん・肝細胞がん予防 
      ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ体制検討ＷＧ 
  11-03 膵臓がん早期発見推進ＷＧ 

10 精神疾患専門委員会 

   （認知症，自殺対策，うつ病含む） 

県設置の会議等 

全体計画 

01 保健医療基本問題検討委員会 

   01-01 医療・介護・保健情報等共同 
        利用審査WG 

広島県周産期医療協議会 

 広島県医療審議会・保健医療計画部会 

 広島県へき地医療支援機構運営委員会 

広島二次保健医療圏 

 ・広島市連合地区地域保健対策協議会 

 ・海田地域保健対策協議会 

 ・芸北地域保健対策協議会 

広島西二次保健医療圏 

 ・広島県西部地域保健対策協議会 

呉二次保健医療圏 

 ・呉地域保健対策協議会 

広島中央二次保健医療圏 

 ・広島中央地域保健対策協議会 

尾三二次保健医療圏 

 ・尾三地域保健対策協議会 

福山･府中二次保健医療圏 

 ・福山･府中地域保健対策協議会 

備北二次保健医療圏 

 ・備北地域保健対策協議会 

保健医療計画地域計画 
地域医療構想調整会議の協議を反映 

圏域地域保健対策協議会 

 広島県がん対策推進委員会 

 がん予防・検診推進会議 

 がん相談支援・情報提供推進会議 

広島県がん 
対策推進計画 

糖尿病対策 

推進会議 

県医師会 

在宅医療 

推進委員会 

県医師会 

 緩和ケア推進会議 

高齢者プラン圏域計画 
地域医療構想調整会議の協議を反映 

医療・介護需要量 

調査分析 ＷＧ 

連携 

高齢者対策総合推進会議 

14 地域医療対策連絡調整委員会 

広島県看護職員確保対策協議会 

04 災害医療体制検討特別委員会 

06 脳卒中医療体制検討特別委員会 

02 医師確保対策専門委員会 

   02-01 内科ワーキング会議 
 

05 発達障害医療支援体制特別委員会 

07 在宅医療・介護連携推進専門委員会 

   07-01 ACP普及促進WG 

08 糖尿病対策専門委員会 

09 医薬品の適正使用検討特別委員会 

12 予防接種・感染症危機管理対策専門 

  委員会   12-01 予防接種WG 

・広島県障害福祉計画 
・広島県歯と口腔の健康づくり推進計画 
・広島県医療費適正化計画 
・広島県食育推進計画    など 

広島県認知症地域支援体制推進会議 

健康ひろしま２１推進協議会 

（生活習慣病の発症予防， 

 重症化予防など） 

広島県 
健康増進計画 

広島県メディカルコントロール協議会 

広島県精神科救急医療システム運営委員会 
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広島県医療対策協議会 

13 難病医療専門委員会 

参考 第７次広島県保健医療計画の検討・推進体制 

心血管疾患医療体制検討特別委員会 
（～H29） 
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３ 国の基本方針，ガイドライン 

第七 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項 

一 外来医療に係る医療提供体制に関する基本的考え方 

 外来医療については，地域で中心的に外来医療を担う無床診療所の開設状況が都市部に偏っていること，夜間救急連携等の医療機

関の連携の取組が個々の医療機関の自主的な取組に委ねられていること，地域包括ケアの構築に向けて地域で在宅医療提供体制を

充実させる必要があること等を踏まえ，地域ごとの外来医療機能の偏在・不足等の情報を可視化し，診療所等の新規開設に当たっての

有益な情報として提供することで，個々の外来医療を提供する者の行動変容を促し，偏在の是正につなげていくとともに，地域において

充実が必要な外来医療機能や充足している外来医療機能に関する外来医療機能の機能分化・連携の方針等について，客観的データを

踏まえながら地域ごとに協議を行い，方針決定することが必要である。 

医療提供体制の確保に関する基本方針 

第八 医師の確保に関する基本的な事項 

一 医師の確保に関する基本的考え方 

 医師については，将来の需給動向を見通しつつ養成を進め，適正な供給数を確保するとともに，地域間の偏在や診療科間の偏在への

対応を進めることが必要である。その際，医師偏在対策に有効な客観的データの整備，都道府県が主体的・実効的に医師偏在対策を講

じることができる体制の構築，医師養成過程を通じた医師確保対策の充実，医師の少ない地域での勤務を促す環境整備の推進が必要

である。 

 特に地域の医療機関で医師を確保するためには，地域の医療機関による医師，看護師等の医療従事者の自主的な勤務環境を改善す

る活動を支援する取組や地域の医療機関に勤務する医師のキャリア形成に係る不安の解消に向けて，大学等の関係機関と緊密に連携

しつつ，医師のキャリア形成支援と一体的に地域の医療機関の医師の確保を支援する取組が必要となる。そのため，都道府県において

は，法第三十条の二十一の規定による勤務環境改善支援センター，法第三十条の二十五の規定による地域医療支援センターとの連携

を推進するとともに，医師の確保に必要な施策について地域医療対策協議会を通じて地域の医療関係者等と協議の上で取組を推進し

ていくことが必要である。 

二 医師の資質向上に関する基本的考え方 

 医師については，臨床研修を通じ，全ての医師が、医療従事者としての人格をかん養し，患者との良好な信頼関係の下に患者を全人

的に診ることができるよう，基本的な診療能力を身につけることが求められる。 

～抜粋～ 
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医師確保計画策定ガイドライン・外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン（Ｈ31.3.29） ～抜粋～ 

○ 医師数の多寡を統一的・客観的に把握するための指標 

  これまでの「人口10万人対医師数」から，医療需要や患者の流出入，医師の性別・年齢分布等を考慮した 

 都道府県及び二次保健医療圏ごとの「医師偏在指標」 

    

○ 「医師確保計画」（医師の確保に関する事項）  ※3年ごとに調査，分析，評価 

 ・ 2036年までに医師偏在是正を達成（2036年－2020年＝16年） 

   当初4年，その後，3年×5期（15年）の見直しサイクル 

 ・ 指標を踏まえた医師多数区域（上位33.3％），医師少数区域（下位33.3％）の設定（二次保健医療圏） 

   より細かい医療ニーズに対応するための，都道府県による医療圏内の「医師少数スポット」の設定 

 ・ 長期施策（地域枠等の増員）と短期施策（派遣調整，キャリア形成支援，勤務環境改善など）の組合せ 

 ※ 診療科ごとには，「産科」，「小児科」において検討 

   ・ 産科医師偏在指標，小児科医師偏在指標による「相対的医師少数区域」の設定 

   ・ 効率化のための集約化，重点化 

   ・ 医師の派遣調整や勤務環境の改善，専攻医の確保など養成数を増やす施策 など 

 

○外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項   ※3年ごとに調査，分析，評価 

 ・ 外来医師偏在指標による「外来医師多数区域」の設定 

 ・ 新規開業者等への外来医師多数区域等に係る情報提供  

 ・ 外来医療に関する「協議の場」 

   初期救急，在宅医療，公衆衛生に関する提供体制 など 

 ・ 医療機器の効率的な活用に係る計画 

    CT，MRI等の医療機器に係る指標（人口，受領動向，台数，検査数等を考慮） 

    新規購入に係る共同利用計画について，「協議の場」において協議 
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参考 医療法等の改正概要（Ｈ30.7） 


